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レジャー・レクリエーション研究第29号(1995)

<特集:21世紀に向けてのレジャーの価値>

資料余暇・生活文化行政をめぐる主要な動向

(1余暇・生活文化関係資料」経済企画庁国民生活局余暇・生活文化室、平成5年10月 より)

昭和41年(1966)10 r将来の国民生活像-20梢泳乃ビジョンJ 個民生活審議会(以下国生審と略}報告)

【余暇問題が国民生活行政の重要な謀露であることを提示】
①今後の伎術進歩と生産力の増大は労働時間の短縮、自由時間の増大をもたらすこと。
②それは労働時間の改善三教育水準の上昇として国民生活の向上告意味すること。
@自由時間に形成される生活文化の役割は一層大きくなること。

昭和43年 (968)10 r余暇問題の現状と将来の方向J (園生審中間報告)

【余暇閣題の所在と性格を明示1・
任鴻暇は労働の再生産のための手段から、より一層積極的な意味を与えられ始め、また
余暇活動のために向けられる消費支出によって割寸けされていること。

②レジャーブーム現象が起きているれ余制改すする認識が効日し、適応の態度カ警
わないため、余暇の拡大が必ずしもそれに対応した内容的充実を伴っていないことが

余IIli問題の基本的性絡であること。

昭和47年(1972)10 rレジャーへの提言J (園生審報告)

【消費者保護の見地に立ちつつ、レジャーを検払縦命において、今後ますます要求が増大
すると考えられる倉随的レジャーが時間多消費型であることを指摘し、自由時間髭涜ゆ必

要性を提言】

{現余暇・生活文化宣)、通産省余暇開発産業室(現余暇開発室)の設置、
センターの設立

日訴日48年(1973)I 0 r剰殺行政!こ関する各省市野書会J発足(事務局:経済企画庁余暇開発室)

【各省庁の余OfE;誕予算の取りまとめ、余暇関連施策に関するi蕗欄整】

or都道府県余暇iTi酎豆当課畏会議J発足

or余Ð~部揮の今後のあり方J (経企庁余暇開発室)

[余暇払唱の背景、現状を分析し、余暇政策の方向と課題を提示】
(政策の方向)
q滴業レヅャーの拡大に対する適切な誘導と調整
@酒民のレ・フャー麗儀の啓発
@コミュニティ・レヅャーの推進

(政策の課題)
任法暇行政協織の整備但漏十・資料の整備と余暇環境資源評価システムの確立

邸厨休2日制j等労働時間短縮の促進
住鴻暇意識の瞥発と余暇生活能力形成のための条件整備信冶暇環j尭の整備
恒治暇情報の提供包法人の斜院の充実等

C澗日法改正(祝日と日曜が重なった場合は月曜を休日に)

くオイル・ショック〉 【労働時間短縮の停滞]

日蔀日52年(1977) 10 r自由時間の現状と宣告齢方向J (経企庁自由時間対策研究会)

【自由時間を積極的に人間性を育む時間として意義付け、個人・民間・公共の役割
を明らかにし、白常生活圏を主体とした総合的で計画的な環境整備等を提言]



-28-

B百日55年 (980)I 0 r自主的主主会勧括動の意義とf露11J (因性審報告)

【人々の社会参力噛欲が高まりつつある実態を踏まえ、国民生活の向上を函るためには:
行政の役割の見直しとともに民閣の活力が十分発慢されることが重要という観脅から j

企謝舌動と並んで社会的活力の中心となる自主告知会参加活動の意義と役割を検討】 i

①自主的社会動幅動の意義は、動日する個人の精神的売実感の増大と倉1随的安定
社会の繕築であること。

倒活動を活性化する方策として、自由時間の確保、 1語腸所の確保僻E収集・提
供システムの整備、人材の著書底資錦繍底蹴聖制度ゆ鐙備が必要であること。

昭和58年 (983)I c灘濯府世論調査「今後の生活のカ，割において、 「レジャー・余暇生活Jが「住生活Jを抜い
て、以降第l{立に。

or1 980年間鵠社会の展望と指針J (S58-65の経済運営協ト閣議決定)

「生活の質的向上を図るため、・…余E防活動などの自主的劉日活動の充実のための環境
整備を行うJ等

昭和60年(1985)10祝日法改正(その前日及び翌日が祝日にあたる日を休日に…・ 5月4日倒木日に)

昭和61年 (986)I 0 r長寿社会の情図J (国生審報告)

昭和62年(1987)

【「人生50年時代Jの中て形成された経済社会システムの諸問題を踏まえ、
「人生80年時代Jに適合した経済社会システム、サブシステムの再梅築を提言】

{望まれるシステム{初
江滑定のライフ・ステージに集中している経済的負担や時聞論絡の極端な偏在が脂満

され生涯を通じて職業生活・個以k生活の両面において自己実現が可能となり、経済社
会の活力b薄街寺されること。

@個々人が生涯において必要とし、希望する時仏教育・労i勤・余暇に関し、多様で柔
軟な選択を行うことが可能となるようなリカレント型生活パターンを可能とすること

包国民が多様な形で社会参加活動を行うことが可能であること。

or斜路舌動のための5つの鐸言J (日本社会党)

江涼蝦時間の拡大包清袷教育休暇制度の実現@ゴルフ場利用税など入場税の廃11:
@女性の余暇活動のj伝隼⑤ナショナル・ミニマムの確立と公的責務

or余PFj基本政策一国民の健康と豊かな生活のための余暇対策一J (公明党)

江涼暇に関する3つの原則{機会平等、消費者保護、自然環境の保護・適正利用)
G冶暇対策基本法の制定 信涼館蕗信設の計画的整備 ④リーダーの養成と確保
信涼暇情報・知識の拡大 信涼暇関連行政の改革

orゆとり創造月間{毎年11月)Jの実施

【ゆとり創造社会に向けての国間宮合意の形風気運の酪成を図る】

5月 10 r梅醤周整の?齢十j官ie(経済審議会一新前)11リポート)
【2000年に向け、できるだけ早期に労働時間 1800時間程度を目指す]

6月 10 r総会保養i伽変整衡法(リゾート法)J施行

基本構想家認済 35繊想、基訓持想承認済申請中 2構想{平成3年12月現在)

9月 10噺桁倍増摘(テンミリオン欄 J綻偲輸省)

【61年の日本人海外旅行者数552万人を平成3年までに年間10 0 0万人に倍増する計画】
{注)年間 1000万人の海外旅行者数は平成2年度暦年において達成。
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E醇日63年 (988)
4月 10 r改正労働基底去』施行

{主な改正点)
q潜捷労働時間の短縮
一週間の法定労働崎間れ従来の48時間から部皆的に短縮さ札将剰句には40時間
とすることが労働基準法上明暗に。当面の 1週間の法定労働時間は46時間。

笹渡滞労働時間制
フレックスタイム制の採用要件が明らかにされるなど

G洋次有給休暇制度の改善
年次有給休暇の最低付与回数が従来の68から 10日に引き上げられるなど

5月¥0 r寵繍肋畑一世界とともl調印閣腕

【豊カ、さを実感できる多様な国民生活の実現(労働時間短縮と自由時間の充実)】
窃詮週休2日制の普&，年次有給休暇の計画的付与・取得の促進所定外労働時間の短縮、
矧動時間のフレックス化等により、おおむね計画期間中に週 40時間矧蜘IJの実現を期し、
年間総労働時間を計画期間中に 1800時間程度に向け、できる限り短縮。
e四割庁々にまとめて休暇を取得する御腔や慣行の確立、自由時脚色大に対応した環境整備、
指導者の養臨海外旅行の促進等を図るための総策推進。

6月 10r労附糊開J (労l蛤 )

【平成4年度までの遍40時Ul'可労働市IJ(完全週休2日制l相当)、年間総実労働時間 1800 
時間程度に向け、できるだけ短縮】

or第8次雇用対策基本計画j閣議決定

【ゆとりある戦業生活を実現していく上で労働時間の短絡が重要な課題と位置付け1

7月 10:澗慣習局J畑

昭和64年 (989)

【臨教審の提言、教育改革推進大綱(閣議決定)を踏まえ、生涯学習体系〈の移行を図る
ため、社会教育局を改組して、生涯学習局を設置】

O 『ゆとり宣言J (全日本民間労働組針重合会時短推進集会)

orゆとりある箇民生活実現のための方策Jを第 12次回民生活審議会に諮問(経済企画庁)

1月 IC激府機関め隔遇土E醇丹斤実施
平成元洋 (989)I 

2月 10錫蜘羽の完全週休2日制実施

or 『個人・企業共存の時代』の実現をめざして~国民の豊かさを高めるシナリオ~J
(催経演同友会)

q遭かさを実感するためには、自由なi罰尺の手段を一層充実し、改善に努める必要。
電車且害要因として、少ない「時間」のゆとり 等
信漫かさ実現のための方策

「金持ちJ r物持ち」から「時閣持ちJへ自由裁量時閣の拡大、労働時間短縮等

4月 10 r繍競のための制慨J 悌 12次臨審余畷生欧協会中間締)

【余暇の基本的な事項について、重要な問題提起】ーー
q劇 11111まなぜ必要カ¥どのような意義を持っているれ
G冶蝦の充実を図っていくためには、何をする必要があるか。
@今ただちに実行したらよいのではないかと即つれること。
(参考)中間報告に対する反響
「余制足進基本法Jのような法御厨の支援、連続休暇を義務付ける法的措置の検討、
サマータイム制同検討等につき、様々な反響。
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平成元年 (989)
5月 Ic耀済企画序『余暇開発室Jが『余暇・生活文化婁JIこ改組

(参考}行政名称としてl立、 47年度から 59年度までは r余品開守政Jと称し、 60年度から

は自由時間を通じて創造される内容も加味して、 「斜震・生活文~tñ政J と改称。

6月 10 r国民信舌に関する調査結告一労働と余暇ーJ (参議院国民生活に関する調査会)

任沖高年勤労者余暇対策の施立僅漣続榊慢の取得促進③特}:ll摘給休椴告1肢の積極的導入
@前省病気休暇の普及促進 @週休2日制jの導入拡充喧漸定外労働時間の短絡
包注涯生活設計システムの開発・普及但涼暇関連サービスの改善、施設の総合的繁備

@健全な民.ra'余暇事業の育成魅力的なリゾート開発の確保⑪余限行政推進体制の整備

or豊かな生活を築くためのレジャ一政策ーレジャー対策基本法の制定と今後の課題一J

【野党4党旧本社会先公明免民佐賀L社会民主連合}の共同アピール】
①レジャー対策基本法の術院@具体的計画策定と条憎喜備③レヅャー随重行政の一元化

α町議会の『ゆとり宣言』の決議

第1号幼県中津市議会
平成2年5月計II 5議会→平成4年5月現在計1. 2 I 0議会

7月 10 r日本版ゴールデン・プランのt.ll措ーゆとりある社会をめざす余暇充実政策の抱i喜一J (畏結党)

①スポーツ・レクリエーション施設の計画的増設一日本版ゴールデン・プランの策定一
@r余暇活用基本法J (仮称)の儲庭 但溺働時間短縮など余暇充実の条件整備

I 0月 10 r錦 繍 行 政 研 究 開 内 ら の 骨

q涼暇行政推進体制の確立恒国民の余暇意識の啓発信勝働時間短縮等のための啓発
笹涼暇充実のための環1克慈備缶刑問静Eの提供
その他「余暇ウィークJの設定等余暇意識のia'.発をより効果的に推進する施策を1!L"t。

or余暇シンポジウムー剰師寺代の幕開けに当たってーJ (主催経済企画庁)
平成 2年 (990)

l月 10 rふるさと創世の砥念封書!J神間報告一自由時間創遺政策の臨隼ーJ (自由民主党)

任注活の豊かさと時間のゆとり 包酒や自治体による時間制度、時間政策
@企業による時間制度、時間政策 笹注活者個人による時間管理に対する助成等

2月 10 r銭メセナ臨J粒 【企業め文慨を閥

3月 10 rゆとりと創造の市町村行政~余暇時代の行政マニュアルJ (経済企画庁・静岡県)の作成

【国及び地方を通じる総合的な余暇行政の樹立に向けて、平成元年度から経済企画庁が
都道府県に委託して行っている、地方における余暇行政を推進するための調査研究の
成果。自治体における余暇行政t栓進のためのモデル、マニュアルを提示]

4月 10 r即時を創る肋に一新しい剰関捨と出版化崎肱向けてーJ

個生審余暇・生活文代震員会報告)
【重点的に進めるべき施策】・・
(基本方針)快適でゆとりがあり、かっ、年齢、性別、個々人の経産等によって

異なるニーズに柔軟に対応できる経済社会システムの形成。
在涼眠拡大のための施策

年次有袷榊慢の完全取県連続休暇の定着、残業の目。紘連続榊慢を取得する
慣行の確立等

笹田民的コンセンサス形成のための施策
余暇に関する積極的な匙習の形底余暇関連団体のネットワークづくり 等

信治畷の充実のための施策
生涯学習の充実、健康づくりの推進制霞のための人材づくり 等

@胎畷環境の充実に関する施策
既存施設も活用しながらニーズに対応した余蝦空間の整備充実等
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伍冶1霞に隠する公的支援に対する施策
余暇政策の基本方針、余暇行政の総封切推進体制の確立等

-ー・・・・・・・・・・・ ー・・・・・・・・ー・ー・・・・・・・ ・・・・・・・ー・ー ・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・ー・・・・・・・・・・・・・・・ーー・・・・・・ーー ・・・ ・・・・・ーー.噂・ ー・・...・.....
平成 2年 0990>

6月 10 r平成2年~3年度の政策・制度要求と怨言J (連合}

{重量かさを実感できる国民生活の実現)
-労働時間の短縮、余暇・レジャー関連サービス産業の充実等

(l 993年度苦手閣総実労働時間 1800時間の達成}
-完全週休2日制lの社会的定着化、学校5日制の舷大等
・中小企業時短促進法(仮称3の制定
・長期リフレッシュ伽慢の普及、バカンス法の制定
・メーデーの国民祝日化と「太陽と緑の週Jの制定
.労働基準法の改正等

C穣・観主主労働浸員会において「ゆとり宣言J決議

7月 10 r生涯学習振興法J施行

【生涯学習援興施策の推進体制及び地域における生涯学習機会の整備を図る]
q渚5道府県は生涯学習の振興に資する事業を各種団体等と連携協力しつつ行うこと。
僅湖道府県は地級生涯学習復興基本構想を作成し、承認定申i青しうること。
G注涯学習審議会の設置(文部省及び都道府県)

or連続榊腕間活隼劉司J (労働省)

【年次有給休暇の取得の目標と課題を明らかにし、年次有給休暇の完全取得の促進連続
休暇の普及・拡大について労使が自主的に取り組むべき事項を指針として示すとともに
これに関連して労働省の講ずる施策を定める】

q洋次有給休暇の取得の目標と課題
(目標) r年次有袷休暇の平均20日付与、 20日取得」
(課題)年次有給休暇の完全取得のための意諸敏革とシステム作り、休暇日数の大幅増。

僅勝使が自主的に取り組むVてき事項に関する指針
労使一体となった委員会等によるフォローアップ、中小企業への配慮、付与臼数の計
画的I動目、各種休暇メニューの提示等

@労働省の講ずる施策
国民的合意の形庇指導・援助、環境整備

orゆとり社会とマイライフの創造J (労働省勤労者福祉懇談会報告)

【豊かな勤労者生活の実現に向け、勤労者福祉の分野において解決すべき課題と課掛専決
に向けて1事攻、企業等の果たすべき役割を検討]
自由時間活用のため、時短、休暇の分散化・柔軟化、企業内施設や学校施設の開放、
施設・ソフト情報の提供等が必要。

1 0月 10 r余暇キャンペーン90、余暇セミナー・シンポジウムJ開催(経済企画庁・静岡県共催)

11月 10 r 1 %クラブJ設立(経団連内)

【経団連内に所得の 1%以上を各々自主的に社会貢献活動に支出することを約束する企業・
個人をメンバーとする r1 %クラブJを設立‘会員募集p 現在200社、 150人入会1

1 2月 10 r自由昭a活用社会における地問公共団体制話lJ1こ関する調査研究委員会』発足(自治省)

平成 3年 0990

【地方自治体の余暇関連施策の現状を調査するとともに地方自治体が行う新しい余暇行政
の展開方策について検討】

1月 10 r労働問題研究委員会報告一新時代へのわが国の対応と経堂者側担尺一J (日組重)

-国民:/J等しく余暇を享受し、ゆとりを実感できるためには， 3 6 5日、 24時間のサービス
消費型余暇を満喫する余暇観から、精神的充足を求める余E能見に転換することによって社会
の仕組みを変えていくべき。

・労使による時短への積樹句取り組みが必要。フレックス休肱アニパーサリ-{棚、ライフ
ステージによる生涯労働時間の柔軟な酷博多様な時短の方法がさらに広く検討されるべき。
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平成 3年(1991)
3月 10 r余暇行政の准進方議に関する研究会』発足(経済企画停)

{目的)

人々が余暇を活用してゆとりある充実した生活を送ることかできる蝉郵土会の形成

を図るため、地援の特性、実情に却した余暇行政の総合自慢位進方策に関し、実務的

見地に立って調査、研究を行うこと
{匙柑悦見表)
国民の余暇活動の大宗を占めるB常の余暇活動は、一定の地威内の地域資源(公共・
良踊施設、自然環境等)、人的関係{家族、友人、グループ・サークル等)、余暇
ソフト{休養、各種レジャー、学習、イベント等余暇活動の種頬とその円滑な実行
可能にするシステム)等の余暇に関する軍寛・条件に大きな影響を受けることから、

これら環境・条件の整備を図り、住民の余暇活動を図っていく上で、住民と密接な
関係にある地方自治体の役割は極めて重要。

このような観長から、地方自治体制也犠の実態に即し、その特性を生かしつつ余暇

行政を円滑に推進していくための課題と、これに関連した国及び民間の課題を検討。
{検討課題)
。也方自治体における余暇行政の華個、対象

@也方自治体における余暇行政の総合払体系化
③余暇関連施設の整備と利用の拡大

任冶1践t語hに関するリーダーの育成と活用
@余暇f苗bを行うグループ、サークルの育成
喧漁暇活動に関する地方自治体等の行事、催し物への対応、
d珠暇情報の整備・提供、余暇関連窓口の按置

③地元企業との連機

⑨その他の余暇行政の推進方策{新たな手法一表彰事業、広域市町村圏形成等)

Orj990年度国民生活時間調査J (NHK放送文化研究所)

4月 |償問闘が逓46閑から44蜘{矧動基準法政令改正)

orレジャー白書 9 1一日本のバカンスを考えるー』 蝋除暇閣発センター)

or余暇生活開発士・剰院お.酎目談員』の養成及び資協忍定事業開始

{棚田:本レクリエーション協会)

個人の余暇生活の開発・充実の援助者、いわば「余暇生活のコンサルタントJとして

余暇生活設言十、阻害要因島乾た余暇活動発見等のプログラムの実施、余暇相談、余暇
f青報提供等を総合的に行う人材。

余暇生活開発士:組紘田本経営体等での専門識を志向

余l民生活指談員:組紘団体経営体等でのリーダー的存在、地場団体等での活動を，割旬。

仁清朝、積怪的に轍揃隼て官靖

(主要産業における時短要求の回答状況)
-鉄鋼ー…・ ) 990年代半ばまでに年間総労働時間 18 0 0時rJ拾を目標。

自動2日、交代3日の休日増

-電機・ …労使協議樹鶏の投置、新しい休白協定等

.1iカー・・ 育児休業制度の新設

. NTT...... ) 993年度)800時間の実現を目指す

5月 10 r育児休革審』成立(平成4年4月施行)

{主な内容)

・子供がli設に遣するまで男女労働者のいすれかに育児休業を認める。

.事業主は労働者からの育児休業の申し出を拒否できない。

-事業主は育児休業を理由に労働者を解雇できない。
・事業主は育児休業佐取得しない者に対しては勤務時間短縮の措置を取る 等。
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平成 3年(1991)
5月 10平成2年度年間労倒時間発表{労情描)

【労働者一人当たり年間総実労働時間 204 4時間伐す前年度比ム32時間)】

or健康榊聞こ関する健怯J中間報告(厚生省)

【現代人の健康の保持増進陪ためには、日常的な健康作りとともに、まとまった休暇を
取り、一定期間休養することが重要。このため効剥句な休養の在り方、滞在型の長期
休暇を可能にする意思尭整備、特に健康作りのための休暇取得の具体柑佐進策等につき
検討が必要】

orゆとり社会懇談会j中間報告(通産省)

6月 10 r201 0年への選択メッセージ一 日目立和と『人間』 J (経済審議会20 1 0年委員会)

【現状のまま推移した場合の20年後の経済社会を見通し、そこで生じてくる問題点
を指摘し、これらを解決しながら望ましい経済社会を実現するために何が課題であ
るかを明らかにする】
任濁働時間の短縮

高度経済成長時代なみのペースで進む最近の労働時間短絡をより確かなも
のとし、臣民的な合意の下に着実に進めていくことカも必要

邸酪b時間の短縮
職住j[i:接を進める。在宅勤務、サテライトオフィス、マルティハピテーショ
ンなどの流れに沿っ鳩件整繍。

③自由時間の活用
余暇をより積極的に位置づけ、有意義に使う。ボランティア活動等への支援。
働き盛りの30~4 0才台の男性の自由時間の短さ、格差の拡大に配慮。

O fメセナ白書 9 1J (社団法人企業メセナ協議会)

7月|閣員 f夏的l鹿J鶏

医季における)定期間の溜赫I霞が職員の健康の維持・増進家庭生活の充実に効果
的であることから、新たに3日間の夏季榊閥肢を導入】

or労働時19'.遇休2日制こ関する世論調査J発表(縦割守)

or余暇行政錨策ガイドJ 作成{余暇・生活文~t，jt政関係省庁連絡会議)

【地方公共団体特に市町村段階において、地媛の余暇・ゆとり充実のために条件整備
を進めるにあたって参考となるよう、余暇行政関係14省庁の所掌する余暇関連施策
の範囲と内容を紹介】

8月 10 r所 慰 問 僻1)減要綱」策定(労1動省)

【所定外労働時間の削減の意義と目標を明らかにし、所訪開勤時間の削減について労
使カ頓り組むべき事項を指針として示すとともに、これに関連して社会全体として取
り組むべき事項を示す]

G漸定外労働削減の意義と課題
情義} ・意l描的自由時間の健保家庭生活況コ充実、社会参事日の促進

健康と主峰性の確保勤労者のl動きやすい職場環境づくり
(目標) ・所定外労働時間を、当面(今後3年程度)、毎年10%ずつ削減

・サービス残業をなくす
-休日労働はやめる

①労使が取り組むべき事項に関する指針
-労働時間に関する意識の改革
-業務体制jの改善
-労使一体となった委員会の設置
・ノー残業デー、ノー残業ウィークの導入・扱涜等

邸主会創本として取り組むりてき事項
-企業系列や業界団体の取り組み
.消費者意識の改革
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平成 3年 (991)
9月 10 r生活時間柔軟化委員会』発足(通産省)

【余蝦需要のギャップに関わる問題を解決するためには、従来の事業者のみによる対応
では解決カ寝灘であるため、生活時聞の柔軟化によって剰援需要ゆ分散化を図ること
カも必要。このため、生活時間の柔軟化を推進するための方策及びそれに関わる問題煮
を検討]

1 1月 loq問自動社会側ざして』悌 13植 樹 蹴 委 員 会 中 間 賠 )

1 2月

平成 4年 (992)

【経済効率の点で優れていたとされる日本の経済社会、ンステム「企業浄心、社会Jは、今
回、個人生活の充実安図る上で制的要因となっている。生活の豊かさを充実するため
には今後、企業と個人の関係を根締切こ見直し、 「個人生活援強会会Jへ転換するこ
とカぜ渇司

・生活時聞をゆとりあるものとするために比労働時閣の一層の短縮ゆ濁流b
-サづまな時間と伝動の編広い選択肢を確保し、多様な自由時間活動を可能にする。
・身近で手軽に利用できる余暇漫境や緑豊かな自然歴史、風ヰ等を有する余暇環
境を整備。

or第30回党全国大会霊宅政策J (公明党)

{時間のゆとりの確保]
d浸時鳥明[動の指輪と労働環境の改善

・「時短促進法Jの制定と「時短促進助成金Jの創設
.完全週休2日制の実施

・残業時間の市~~Hと労働分配率の見直し
-年次有給休1段の完全取得の義務付けと病気附自制度の創設
.ワークシェアリングによる時短の推進
・リフレッシュ榊闘肢の倉股
.uターン・アドバイザー衛肢の創設
.長時間通勤・混雑緩和対策

僅漁1敵す策の拡充ー自遊時間ゆ確保ー
・「余暇促進基本法Jの制定
・フレックス・ホリデー制度の創窓
-学校の5日制の推進とリクエストホリデー制度の創設

or国際化対応・国民$・舌書見の行政改革に関する第2次答申J 傭時行政放軒並進審議会)

【ゆとりある豊かな国民生活を実現するためには、自由時間の確保と拡大カも必須の要件
である】

-週40時間労働爺!ト向けた労働基準法の見直し
・時晶帆や休日の賃金の都曽率の引上げなどの検討
.フレックス・タイム制の窓格的な普及
-女子再雇用制度・男女の別のない介議休業制度の導入を促進法制化も含め
有効な普及対策の検討

・ボランティア休暇制度等の導入
-多頻度小口発注等の取引慣行や過剰な品質管理九サービスの見直しの促進

or矧蜘輔君短縮の影響に関する研究会』報告(通産省)

【時間短絡を進めても高齢者や女子の活用、省力化や合理化;設資の促進により生産性は
向上する。またレヅャー消費などてe内需カド刺激される{労働時間を 1%短縮すれば、
余暇支出の増大で消費がo.5%j勧D)結果、大きくマクロ的な生産水準の低下は生
じない可能性が高L、】

1月 10 r第123国会総理大臣胸妨針演説J

【「生活大国Jへの前進。生活大国とは、労働時間や通勤時間の短縮により、個人が自
己実現を図るため、自由時鼠余暇時間を十分活用することのできる社会など】
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平成 4年(1992)
1月 10 r労僻調研究委員会報告新聞切倍涛・社会と労使関係を求めてJ (日魁童)

(J)このところの労働時間短縮ゆ年2%程度進められていることを考えれば、日
本全体でみt.:Jg-'て総実労働時間はすでに減少W段階に入った。

(2鴻窃謹討見に向けた総合的取り組みの必要性
労働時間の弾力化、サテライトオフィスなど職住接近、通勤時間の短縮、女性が家庭
と就労を両立しうるような環境の整備の4見者でL企業は貢献すべき。

(3)労働時間短縮への企業の対応
・労働時間、とくに総笑労働時間の短縮は、労使の最重要課題。
-現在の年間30~4 0時間の短絡が継続するよう努力すれば、平均的には
遠からず現在の米・芙の水準(J900時間台半ば)に達し、中期的には
年間総実労働時間 1800幌恰も耕罫E離に入る。

-労働時間短縮への企業の基本的考え方
q演上1:1'と時短のバランスを十分考慮
僅浦力化や経営効率拘上の計画的推進
信洋閣の総実労働時間で考えること
@労使の話し合い・協力によって決めること

.具体的手段として
江渡業の圧縮、邸周休2日制の推進剤会休暇の計画的取得
信濠誠労働時間告IJ、フレックスタイム制の導入、笹渥期リフレッシュ休暇の導入
など

2月 10 r繍と桁に附る臨ん側)

-余暇時間の活用
前回調査 (63年 11月)とtt較し、 f活用している」は全ての年代で顕著に糊日。
(55. 5%一一→ 61. 8%) 
しかし満足度は高いといえず(全体 33. 3~ふ 3 0歳台は最低で 19. 7%) 

-仕事と余暇の関係
余暇重視派23. 8%れ仕事雷鳥飛 13. 1%を、 10. 7%上回っている。
「仕事も余蝦も両方大切であるJとする両立派58. 5%が、全体の約 6~Jîî君。

3月|湖一実な髄

(主要産業における時短要求の回答状況)
-電機-一一...年間総実矧勤時間 1800時間の実現に向けての合意

休日労1動の副首率を 45%に引上げ(崩t40%)
介謝本職勧肢の創設

-鉄鋼……交替勤務者3目、常昼勤務者2日の休日増
・電力・…ーー介昔鋭和験制度の創設
. NTT..…個人別に設定される週休日が祝日と重なった場合、

夏期休暇にその回数を加える制度の新設

O 「公rL小中高等学絞等の月 l回週5日詰IJ』導入(学校教育法施行規則改正一平成4年9月施行)

4月 10r融機去J施行

O f平成4年度政策大綱』 但社党)

⑪φとりある生活のための自由時間充実
-労働時間短縮・家庭時間の確保
・リフレッシュ休暇街践芳の童l殿
.サマータイム制度の導入等

程度化先進国の建設
.公柑長会への個人の掛リと責任
・文化圏・文化ネットワークの構築
.芸術・文化の援興
-余畷活動の充実と生涯学習の支援
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平成 4年 (992)10 r総会保茸訟指齢慨究会』発足個土斤}
4月.

【最近の社会経樹青勢の変化等に対応して、リゾート地場整繍回現扶の把握、リゾート
地場組膚の今後のあり方等についての研究・検討】

or健康{槻に関する能性J最終報告(厚生省?

【健康のため岐人病の危険因子であるスドレスを紺均するため)、平日を含めてまと
めてとる休暇を「健康休暇Jと名づけ、特に30-50f切〉働き盛りの人に対してそ
の普及を図る】

邸婁続休畷の拡大
休暇を連続して取得する工夫として、年休の計画表の作成下i青11への発注・納入

時刻の配慮、有給のうち 5日程度を連続して取得できるような制度的な措置も検討
但濠族ぐるみの休暇の実現
社会見学伽段(欠席扱いとせず、子供を休ませることのできる制度)の創設を検討

包漸しい保養地づくり
長期滞在が可能で、成人病予防、禁煙指導趣味、運動などを組み合わせた健康保

養プログラムを提供できる新しい型の「健康保養地Jづくり
@保護にかかる費用負担の軽減
宿白編量において、連続して樹白する者に対する割引き料金の徹底の積極的導入

orレジャー白書I9 2一分散型余椴祉会に向けてー J (1側除暇開発センター)

・余暇こ対する関，ω〈高まる中で、仕事よりも制践を室調する余暇軍服が年々増加
・パプJ~経済崩壊と景気後退の中で、平成 3年は「安J r近J r楽J型レジャー(近

場で、費用のあまりかからなL¥楽しみ本位の制限活動)カ活発

-我が国余畷の基本的問題として、時間や空間などさまざまな側面における「偏りj

と「集中Jがある。この「偏りJと「集中Jが在韓量や余暇の高費用化をもたらす
・このため、生活時間と生活空間を柔軟化するための諸方策を提起

5月|明3年度珊労附賎倒蛸}

【労働者}人当たり年間総実労働時間 2 0 0 6時間{速報値) (対前年比ム38時間)】

C酒家公務員『完全週休2日第1/J実施

orグリーン・ツーリズム研究会J発足(農水省)

【今後伸びていくであろう日本型グリーン・ツーリズム像について議論し、都市と射す

が相互に結びついたグリーン・ツーリズム推進のための体制腰備のめり方、国や地方

公共団体等の支援のあり方等を検討整理】

or箆斉審議会生活大国部会J報告(経済審議会)

【国民一人一人が豊かさとゆとりを日々の生活の中で実感でき、多機な価儲見を実現す
るための機会カ等しく与えら札美しい生活環境の下で簡素なライフスタイルカ苛窪立

された社会としての「生活大国」を目指す〕
①労働時間の短縮

労働時間の短縮は、生活大国の実現にとって最重要課題の一つ
計画期間中に年間総実労働時間 1800時間を達成することを目標

・実態として大部分の業種において、週40時間労働市jを実現
. t去定~j!普賃金率の引上げを具体的に検討
-適正化指針等の適正な活用
-四輯元々にまとめて連続休暇を取得する慣行の確立
・病気休椴、リフレッシュ休暇等の多様な休暇制度の普及

・サービス残業等が発生しないよう、指導の一層の強化
・学校の週5日制lは、由民の合意を形成し、関皆的な拡大を図る

②自由時間のための環境整備
・長期連続休E段への対応のため、 lt絞的明週で手1/用できる公共的施設の改善
.自然親しめる農山漁村地場や自然公園地按をの保養施設等の整備
-混雑の緩和のため、休暇取得時期の分散化、閑散期の割引料金の充実
・スポーツ、観九レクリエーション等の範設の整備、快適なアクセス交通
の確保、 f青幸E提供、指導者等の養成

・既存学校施設の開放、企業の福利厚生施設等の有効利用
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6月 10 r労跡摘の短縮の促進に関する臨輪車迭J成立

【名産業種ごとに労働時間短縮計画を作成し、当該計画を国が認定し、支聾することにより矧勤
時閣の短絡を促進する。】 {平成4年9月脳予}

or生活時間漂軟化に関する調査研究』報告{余暇開発センター)

休暇の集中が濯諒陸によるゆとり感の喪失、高料金入相対的なサービス水準の低下につながり、
剣陵活動自体の停滞を招くと指摘し、企業や学校などの伽陵制度を蝉力的にするよう提言した。

or生活大国5か年計画』閣議決定

【国民一人一人が重量かさとゆとりを日々の生活の中で実感できる生活大国を実現するために、そ
のひとつとして、平成8年度までに年間総労働時間 18 0 0時閣の達成を目標とし、自由時間

の扱涜を図る。そのため、学校の生涯学習機関としての機能の充実・強化等により豊かな学習
・文似輔の形成を図り、さらに、公共的施設や保養施設の整備、余暇括動の分散化情報の

提供等により余蝦環境の整慌を図る。{生活大国部会報告と同内容)】

7月 10 rグトン・ツーリズム研究会j中鵬告(臥省)

【日本におけるグリーン・ツーリズムは生産括動を体験したり、農家民庖などを利用するものと

しているがら当面は名所やスポーツ施設などの連携をすすめるのが現実的としている。定着さ

せるための必要な施策として、①景銀保全のための条例や住民協定による美しい村づくり、②

宿泊施設ゆ登録制度やインストラクターの養成など受け入れ紘制の整備、@t膏欄司の整備等を
あげている。】

or書6市計画i中央審議会公園緑地創性J中f時E告{建設省1
【国畏生活や経演社会の変化を踏まえ~都市公園市鹿や都市における緑やオープンスペースの整

備等について、都市公置の種別、設置基準や目標水準及び建ぺい率など公園施設の設置基準等
を見直すことを提言した。】

or文4図儲描盤議j提言(文化庁)

【生活文化の環場づくりのため、国、都道府県、市町村、企業に対して、それぞ札人材発肱

文化に配慮したまちづくり、民間企業との協力等を提言した。】

or生涯学習審議会J答申伐部省}
・リカレント教育の推進と社会人受入れのため、高等教育機関を活用し、その学習を評価するシ

ステムの検討が必要。

・ボランティア活動の推進支援のため公的施設・機関や企業八期待。学校教育においてはボラ

ンティアの機会をっくり、それを開通することが必要。
・学校週5日制jに対応した学校外活動的充実のために、家庭やI也按での活動とそれを支える施設

の整備や指導者の人材育成等が必要。

-消費者問題やまちづくり等の現代a境果題に対する対応として関係機関や団体の連携が必要。

学習機会の拡大を促進するためには、関係の行政機鳳団体企業等のi聖携や↑静E交換経済的

支援、学習成果に対する評価の仕方、指導者の人材育成のあり方等に対して検討カ泌要。

or余暇生活閣発士J第 11羽生誕生(刷日本レクリエーション協会)
平成3年から棚田;本レクリエーション協会で行っていた余暇生活開発士の養成について、第l期
生274人が審査に合格した。

8月 /0 r欄外労慨に関する鮒Jの雌併{蛸〉

残業時閣の上限を年間 4 5 0時間→360時間
1か月 5 0時間→ 4 5時間
3か月 1 4 0時間→ 120時間に改定する。(平成5年 1月施行)

or総会保軍事似哀整備研究会J中間とりまとめ個土庁)

【今後のリゾート整繍のあり方について、国土庁など6省庁による研究会の中間とりまとめでは
、リゾート開発に伴う自然漂境の破嬢や中途での閣発業者の撤退等の問題に対して、長期阿見

J点や、国民や地場のためのリゾートといった政策理念の再確立や、国や地方自治体によるリゾ

ート整備の管理、情報提供等を通して、総会保養地域整備法の適切な運用を図り、リゾート整
備を推進していくことを提言した。】

0人事院勧告

【研究臓について、国家公務員初のフレックスタイム制度の導入を勧告した。】
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9月 ICヌ抹浮始、ゴールデンウィーク、お盆期間中の署員聞き切符の使用車IJJ.艮(JR) 
。普収と混繊豪華日のため、 JRは平成4年の年来年金台からそれぞれ10日問。鰯iき切符の使用
を制限することを決めたe】

O 『学街星五日常1)』実施
【公立小・中・高校、盲・聾・裳欝学校L幼樹覇において、毎月第2二七喝日を休みとする月 l回
学校週五日制lが実施された。 1

1 1月 以13凋臨調繍(魁細閉
【平成2年に始まった第 13次国民生活審議会は、ゆとり、安心八多様性のある国民生活を実現
するための基本的な方策に関して、個人生活室開の観制、ら、生活基盤の整備や公平・公正な
社会の実現等について総理大臣に対して答申した。】

余暇に関しては、次のような内容となっている。
(]除暇意識の転4気余暇享受能力の育成

・学校の週5日制j等による、家庭や地域での余暇活動の促進
.子供の頃崎、らの余暇教育

(2除暇空間の整備
-平B、週末の余暇時間の増大への対応、

(地方公共団体における、余蝦施設の整備水準を定めた計画の策定)
.長期休暇の寸主化への対応

(オートキャンプ場、公的f皆白施設、農家民宿などの安価で手軽な施設の整備)
侶濠族単位の余瑚産動の支援

-家族そろって休める制度、家族害月l制リ度、託児俄能のある余暇施設等の整備
(4除暇費用の低廉化、余暇活動の分散化

・公的施設の整備、嫌々な割引制度
-需要に応じた利用料金の弾力的設定、学校の夏休みの脳部。設定等の休日・休暇の
弾力化

平成 5年 (993)
1月 IC酒ゆ『全省序一斉定時墨序回Jの実絡

【それまで各省庁ばらばらだった一斉定時退庁日を毎週水曜日に統一し、 「ノー残業デーJとし
た。そのt也年次有給休暇の年間使用計画衰の作成や、超過勤務縮減キャンペーン週間等の設
定などを含んだ国家公務員の労働時間短縮対策が決まった。】

C溝 14次国民生活審議会審議開始(経済企画序7
【消費者政策部会と総合政策部会の2つの部会で審議する。
総合政策部会でlふ第 13次国民生活審議会での問題欝磁の下で、これまでの企業中心社会か
ら個人生活を愚見する社会への転換を目指して、日本型社会そもたらした日本限度化の特質を
、歴史的・文明論的視点、あるいは法社会学的幌点から解明する。その上で、新しい来たるべき
社会カえ経済の発展段階の変化に伴う国民の意識の変化や外国の文化との掛金・交流を背景に
、従来型文化の何を継涼し、何を変革するのかを探り、 r 2 1世紀の日本型生活様式と社会構
造Jの展望を行う。特に、今後の日本社会の重要な要素となるべき、市史意識と社会重劫略動
については政策に結びつけるべく具体的な検討を行う。このため、総合政策部会に r2 1世紀
の社会権進委員会Jと「市民意識と社会参加活動委員会Jの2つの委員会を設置し、上記のこ
とについて検討を行う。】

2月 10 r総会保養t也様整備研究会j報告(国土斤}
【今後のリゾート整備のあり方について、長期自~見点に立って、家族そろって過ごせ、地域振興
に資し、新たな国土形成のためのリゾートを目指し、そのため計画策定・事業化等各過程にお
いて管理強化し、支援施策を積極的に推進するなどリゾート整備体制の強化を提言した。
また、悌緬から見た対応として、多様なリゾート整備、民間事業者と国・地方公共団体との
協力や情報提供下人材育成等のソフト施策の取り組みも提言した。】

3月 10 r繍行 政の 問問 する 陥j結(館組斤)
【平成3年3月からの標Z研究会における地方公共団体{特に市町村)の余暇行政の推進方策に
ついての研究が以下の内容でまとまった。】
(1)余畷行政の視点と役割
伽搬の余暇行政の重委性と必罰金
僅鴻蝦行政の惨害j

伽搬の余暇行政を推進するに当たっての選択の多様性、公平性の確保~総合的・計画的
推進回重要性

住溜・地方公共団体・長期の役臨海



信涼慣行制ー当セクションの設置等推進体制の整備
信冶蝦行政推進計画の策定

(2除暇関連施設の整備と利用の拡大
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江刺霞随童施設の適正・適量な配置のため、国による整備齢十の策定とそれを参考として
地方公共団体が定める整備水準による施設配置計画の策定

@ニーズの多様化に対応したサービス・ソフト施策
@富民の協力による効率的な運営・整備

(3除暇関連施設の畏朗読も
①畏問委託の長所と問題，g
@畏崩第五の積極開衝撃により利用者の立場に立ったサービスの提供
@民間委託の方式

(4除1関旨導体制の確立
q漁8~指導体制jのパックアップや専門的かっ高度な指導者の育成
e漁暇相談体制の確立
@身近な斜関旨導者の発掘等斜路旨導者登録制度の充実

(5)クラブ・サークルの育成
⑪語bの場の提供や基金等の設立によるクラブ・サークルの支援
@リーダーの育底諜市派遣

(6)余暇f酔Eの提供
①窓口の一元化や庁内達制柿lの整備による情報提供を行う糊jの強化
@艮閣との連携や広域的な連携による効率的な余暇情報提供

(7峰業による地域の余暇復興支援
①コミュニティ財団の設立等による資金援助と余暇指導者の登録等の働きかけなどによる
人を通じての貢献

@PR、顕彰、 f青樹是供、支援に{半う負担の軽減等を通じた行政の企業への{動きかけ

4月 10 rレジャー自害 93ーポスト・バブルのレジャーー J (慎除暇開発センター)
・パプパ桂務崩壊による不況の影響でゲームセンターやカラオケなど安く、手軽な遊び制動Eし
、ゴルフや大型テーマパークなど高費用のレヅャーは低迷気味に推移

・「安・近・楽Jのレヅャー傾向に拍車
.1800労働時間時代の余暇活動は対語・家銭単位の余暇活動加盟え、余暇活動に自己実現を求め
る人J悦動目すると予想

-地場の余暇環境の充実に当たっては、地方公共団体の余暇関寛整備に果たす役割が一層重要に
なる

5月 10晴 樹悶19 5 7酬にJ 傍悩 )
【平成4年度の労働者l人当たり年f職労働時閣が初めて2000時閣を切り、 1957時間と
なった。(j欝倒産) 依す前年度比企51時間口 (綾定値は 1958時間)】

or平成5年度自由時間充実技指欄係予算5.000億円を突破J
【経済企画庁の掛ぺによると、関係15省庁による平成5年度自由時間充実対策関係予算(一世
会計+特別会計)が初めて5.000億円を超え、 5. 444億円となった。】

6月 10r労時班、週40欄判明
【・週法定労i勤時間を現行の44時間から40時間に短縮
.時間外・休日労働の割増賃金率の引き上げ
. 1週当たり平均40時間を超えない範囲で最長 1年までの変形さ治働時間制導入
.年次有給榊鹿取得に必要な継続勤務期間を現行の l年から 6か月に短縮

(平成6年4月施行)

7月 10 rボランティア活動の娠輿方言置を提言J (厚生省)
時生省の中央社会福拙融会地域融問扮科会は、高齢化社会に備えた参加型崩止社会の実
現のため意見具申を行った。
・今世紀中にボランティア活動者を国民の 4人に 1人にすることを目標
.ボランティアセンターを各市宙持すに設置して基盤を整備
・ボランティア4材毘・休学告|肢の普及
・ボランティア体験学習などの教育課程への取り入れ
-ボランティア活動参加プログラムの開発普及 等】

9月 10 rサマータイム需膿懇談会』の段差(通産省)
【サマータイム御度の導入に向けて、サマータイム侮瞳導入の影響、導入する際の留意事項L世
論形成のあり方などを検討するため、有識者の強談会が資源エネルギー庁長官のf1JJ匂審問樹菊
として設置された。】




